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◇請求人提出文書 

文書１ 大田区職員措置請求書（原文のまま記載。事実証明書の添付省略。） 

文書２ 補足資料 
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第１ 監査の請求 

 １ 請求人住所及び氏名 

 大田区 Ｚ１ 

 大田区 Ｚ２ 

 大田区 Ｚ３ 

 大田区 Ｚ４ 

 大田区 Ｚ５ 

 大田区 Ｚ６ 

 大田区 Ｚ７ 

 大田区 Ｚ８ 

 大田区 Ｚ９ 

 大田区 Ｚ10 

 大田区 Ｚ11 

 大田区 Ｚ12 

 大田区 Ｚ13 

 大田区 Ｚ14 

 大田区 Ｚ15 

 大田区 Ｚ16 

 大田区 Ｚ17 

 大田区 Ｚ18 

 

 ２ 請求書の提出 

令和元年 11月５日 

 

 ３ 請求の内容 

請求人が提出した「大田区職員措置請求書」（文書１）、令和元年 12月３日に追加

提出された「補足資料」（文書２）による請求の要旨及び講ずべき必要な措置は、次

のとおりである。 

 

（１）請求の要旨 

ア 請求の対象職員 

大田区長、副区長２名、企画経営部長、総務部長及びまちづくり推進部長 

 

イ 財務会計上の行為 

土地建物の交換契約 

 

ウ 違法・不当を主張する根拠 

（ア）等価交換は違法 

 未しゅん工建物に関する不動産鑑定評価方法は無いため、Ａの区分所有権付
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建物の評価の根拠がない。土地と建築物が等価であることを区民に証明できな

いため、等価交換は成立せず違法である。 

 

（イ）不動産鑑定は無効 

 土地の評価について、平成 31 年２月８日(金)に開催された財産価格審議会

が評定した価格を使っている。本件土地建物の交換議案は、令和元年９月 25

日に議決されており、財産価格審議会の評定から７か月以上経過している。地

価に影響を及ぼす基準地価をみると、蒲田四丁目 22 番９で、昨年が平米あた

り 126 万円だったのに対し、本年７月 1 日に 145 万円と約 15％上がっている。

この価格から見れば、蒲田四丁目 16 番２の土地の価格評価は安値に見える。

不動産鑑定の時期が、議決の時期と離れすぎているため、無効である。 

 

（ウ）違法な看板の設置 

Ａによる標識が大田区有地に設置され、これを容認していたことは違法であ

る。 

 

エ 大田区の損害 

区が交換に供する土地は 823.95平米であり、それに対して取得する建物の床面

積が 922.73平米と、交換により補足する差金が 1,817万７千円あるものの余りに

小さい。これは床面積の算定が過剰になされているためであり、区民に損害を与

えている。 

 

（２）求める措置 

本件契約の履行を差し止める。 

 

（３）事実を証する書面 

資料１ 議案（写）及び総務財政委員会資料（令和元年９月 12日他） 

資料２ 都市整備委員会資料 （平成 30年１月 15日） 

資料３ 登記簿謄本（写） （資料４は欠番） 

資料５ 都市整備委員会資料 (平成 30年５月 15日) 

資料６ まちづくり環境委員会資料 (平成 30年 11月 15日) 

資料７ 建築計画のお知らせ 

資料８ 建築計画概要書（写） 

資料９ 監査委員制度の基本的な考え方 

資料 10 京急蒲田駅西口地区まちづくのルール～街並み誘導型地区計画～ 

 

４ 請求の要件審査 

本件請求は、地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号。以下「法」という。）

第 242条の所定の要件を具備しているものと認め、令和元年 11月５日付けで請求書を

受理した。請求人には、令和元年 11月 18日付けで受理した旨を通知した。 



3 

第２ 監査の実施 

 １ 監査の対象事項 

本件土地交換契約が、違法・不当であるか否かを監査対象とした。 

 

２ 監査対象部局 

総務部及びまちづくり推進部を監査対象とした。 

 

３ 請求人の陳述 

法第 242 条第６項の規定に基づき、令和元年 12 月５日に請求人の陳述の聴取を行

った。 

 

４ 事情聴取 

総務部及びまちづくり推進部を本件監査の対象部局とし、調査票の提出を求め、令

和元年 12月２日にその提出を受けるとともに、12月５日に事情聴取を実施した。 

 

 

第３ 監査の結果 

 １ 事実の確認 

（１）本件監査請求における土地（区有地） 

土 地 の 所 在 ・ 地 番 
地 目 

地積（㎡） 
公 簿 現 況 

大田区蒲田四丁目 16 番２ 

（住居表示 16番） 
宅 地 宅 地 823.95 

都市計画法に基づく制限等 相続税財産評価格（路線価）（円／㎡） 

用 途 地 域  商 業 地 域  
平成 30年分 670,000 

建 ぺ い 率  8 0 ％  

容 積 率  5 0 0 ％ 摘 要 

防 火 地 域  防 火 地 域  
地区計画（京急蒲田駅西口地区） 基準容積率 420％ 

高 度 地 区  な し  

 

（２）本件監査請求における建物（区分所有権） 

ア 計画敷地（一棟の土地） 

所在・地番 
地 目 

地積（㎡） 
公 簿 現 況 

大田区蒲田四丁目 16番２他 13筆 

（住居表示 16番） 
宅 地 宅 地 1,393.70 
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イ 計画建物（一棟の建物） 

名  称 未   定 

構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

階  層 地上 13階（高さ 45.16ｍ） 

用  途 店舗、事務所、住宅、駐車場、駐輪場ほか 

面  積 延 9,262.20㎡（うち容積対象 6,967.80㎡） 

 

（３）本件契約の概要 

ア 交換に供する土地（従前資産） 

所 在 大田区蒲田四丁目 16番２（住居表示 16番） 

地 目 宅地 

地 積 823.95㎡（実測） 823.17㎡（公簿） 

価 格 金 1,038,177,000円 

 

イ 交換により取得する財産（従後資産） 

建 物 

 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 

 地上 13階建のうち２階及び１階部分の一部 

 専有面積 922.73㎡ 

 全体共用部分及び全体付属施設の所有権の共有部分 

土 地 敷地の所有権の共有持分 

所 在 大田区蒲田四丁目 16番２他 

 ただし、合筆後新たな地番を付して建物の敷地とする。 

価 格 金 1,020,000,000円 

 敷地の所有権の共有持分を含む。 

 

ウ 交換の相手方 

 Ａ 代表取締役Ｂ 

 

エ 交換による差額の補足 

Ａが区に対して差額金 18,177,000円を支払う。 

 

オ 交換の時期 

令和４年３月 31日までに行う。 
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２ 監査対象部局の説明（事情聴取内容） 

（１）京急蒲田駅西口共同化事業 

ア 区有地活用方針の決定 

当該地域は、都市計画に定める地区計画区域内に立地しており、おおた未来

プラン 10 年及び大田区都市計画マスタープランにおいて、区の「中心拠点」

として位置付けられている。現在、地区の一部は木造家屋の密集した区域や老

朽化建築物があり、「中心拠点」として土地の有効かつ高度な利用が不十分な

状況にあり、街並み誘導型地区計画を活用して建築物の更新を促進することに

より、良好な都市景観と調和のとれた街並みの誘導、防災性の向上などを目指

している。 

京急蒲田西口地区のまちづくりは、平成 27年 12月の駅前再開発事業の完了

をもってひと段落したところであるが、地域では引き続き一体となってまちづ

くりに取り組む機運が高まっていることから、区としても今後も地域住民主体

のまちづくりに対する支援を行っていくこととしている。 

一方、地元の複数の地域団体及び共同化事業を検討していた「Ｃ協議会(地

権者組織)」より、区有地活用方法として、「防災性の向上」と「地域の更なる

活性化」を目指して同一街区内にある区有地を加えた計画として欲しい、共同

化事業により地域住民の生活を支える公共施設を整備して欲しいとする要望

がなされた。 

区としては、地権者として参画し、共同化事業に積極的に関与することで地

域のまちづくりに貢献できることから、区有地と当該区有地を含む土地上に建

設予定の建築物の区分所有権と等価交換とすることを、平成 28年 12月６日に

「区有地活用方針」として定めた。 

 

イ 等価交換契約の締結 

区有地活用方針の決定後、平成 29 年 12 月 25 日にＣ協議会と区が合意のも

と、共同化事業を進めるとした「共同化事業に関する基本協定書」を締結した。 

Ｃ協議会は、区有地を活用した共同化事業の企画、建設及び運営に関する専

門的知識を有し、本事業を実施する民間事業者（以下「事業協力者」という。）

を選定するため、Ｃ協議会において複数社より事業提案を受け、Ｃ協議会が委

託したコンサルタントの助言のもと書類審査及びヒアリング等を行い、事業協

力者１社を選定して平成 30年１月 11日に区に推薦した。 

区は、Ｄに審査基準の作成及び評価について業務委託し、その審査報告書に

基づき、平成 30年５月 15日に事業協力者としてＡを決定した。 

平成 30 年 11 月 16 日に、区はＡと「事業協力に関する基本協定」を締結し

た。主な内容は次のとおりである。区とＡは、等価交換方式により従前資産（土

地）と従後資産（建物及び土地）を交換する。双方の価格は大田区財産価格審

議会の評定に基づき、両者協議の上確定する。差額は金銭により清算する。 
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令和元年８月 16日に、区議会の議決が得られなかった場合、契約は失効し、

損害賠償の請求はしない旨を規定した「等価交換（仮）契約」をＡと締結した。 

その後、令和元年第三回区議会定例会での議決を受け、令和元年 10 月４日

「等価交換契約」をＡと締結した。 

 

ウ 標識の設置 

建築計画の標識の設置は、「大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と

調整に関する条例（昭和 53 年 11 月 25 日条例第 44 号）」（以下「中高層条例」

という。）第５条第１項の規定に基づき、建築確認申請の 60日以上前に道路接

道部分に設置することが義務付けられている。本件事業は、地権者と事業協力

者がともに事業主体となって行うものであり、地権者である区の「かこい」に

事業者が標識を設置した行為に違法性はない。また、標識を設置した時期につ

いては、令和元年第三回区議会定例会に議案を上程するため正確な土地建物の

面積の算定が必須であり、そのためには建築確認申請が必要なため、同項の規

定に基づき標識を設置したものであり適正である。 

 

（２）区有地及び建物（区分所有権）の財産価格審議会における価格評価について 

平成 30年 11月 15日にＥと不動産鑑定委託契約を締結し、同年 12月 20日に同社

より不動産鑑定評価書が納品された。 

また、平成 31 年２月８日開催の財産価格審議会において評定し、同年２月 18 日

に区長へ答申した。 

未しゅん工建物等の鑑定評価は、必要な設計図書等によって想定されるしゅん工

後の不動産を確認、確定できれば平成 26年５月１日改正の国土交通省の不動産鑑定

評価基準（以下「評価基準」という。）に基づき、鑑定評価をすることができること

から、当該評価基準により実施した。 

評価基準においては、区分所有物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の

積算価格を求め、当該積算価格に当該一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置

別効用比により求めた配分率を乗ずることによりその価格を求めることとなってい

る。 

今回の案件は、上記の評価基準を適用して、初めに一棟の土地建物価格を査定し、

次に当該価格に対象不動産の総合効用積数比率（配分率）を乗じて、対象不動産の

原価格を評価した。 

 

３ 監査委員の判断 

本件監査請求については、監査委員は請求人からの陳述及び区の資料等による事実関

係の確認並びに監査対象部局に行った事情聴取の結果及び関係資料の調査に基づき、令

和元年 12月 20日に合議により次のように判断する。 
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（１）関係法令 

本件請求の関係法令は次のとおりである。 

ア 地方自治法（昭和 22 年４月 17日法律第 67 号） 

第 96条第 1項第６号（議決事件） 

普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払

手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付け

ること。 

第 238条の３（職員の行為の制限） 

公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、

又は自己の所有物と交換することができない。 

２ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

第 238条の５（普通財産の管理及び処分） 

普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的

とし、又はこれに私権を設定することができる。 

 

イ 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和 39年４月１日条例第６号） 

第２条（普通財産の交換） 

普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換

することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の４分の１をこ

えるときは、この限りでない。 

(１) 本区において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とする

とき。 

(２) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供する

ため、本区の普通財産を必要とするとき。 

２ 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その

差額を金銭で補足しなければならない。 

 

ウ 大田区財産価格審議会条例（昭和 39年４月１日条例第 30号） 

第２条 

審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。 

(１) 不動産 

(２) 前号の従物 

(３) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利 

 

（２） 認定事実 

監査委員の認定した事実は次のとおりである。 

ア 区は、平成 28年 12月６日に当該区有地の活用について、共同化事業に参加し、

区有地と共同化事業により建築した施設の床を等価交換により取得する旨を「区
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有地活用方針」として決定した。 

イ 区有地活用方針の決定に際して、「共同化事業に参加し、公共施設を整備する（等

価交換）。」、「土地を売却する。」、「他地権者とともに土地を貸付・信託する。」の

三案について検討し、等価交換を選択した。 

ウ 区とＣ協議会は、平成 29年 12月 25日に共同化事業に関する基本協定書を締結

した。 

エ Ｃ協議会は６社より事業提案を受け、Ｃ協議会が委託したコンサルタントの助

言のもと１社を選定し、基本協定に基づき、平成 30年１月 11日区に推薦した。 

オ 区は、Ｄに審査基準作成及び評価について業務委託し、その審査報告書に基づ

き、平成 30年５月 15日に事業協力者をＡと決定した。 

カ 区とＡが事業協力に関する基本協定書を平成 30年 11月 16日に締結した。協定

書には、「区と事業協力者は等価交換において従前資産と従後資産を交換する。」、

「双方の価格は大田区財産価格審議会の評定に基づき、両者協議の上確定する。」、

「価格の差額は金銭によって清算する。」旨が定められた。 

キ 平成 30年 11月 15日にＥと不動産鑑定評価委託契約を締結し、同年 12月 20日

に不動産鑑定評価書が納品された。 

ク 平成 31年２月８日に開催の財産価格審議会において、従前資産及び従後資産が

評定され、同月 18日区長は答申を受けた。 

ケ 財産価格審議会では、国土交通省の不動産鑑定評価基準に基づき評定された。 

コ 上記クの評定結果に基づき、区と事業協力者は平成 31 年３月 28 日及び令和元

年６月 24日の２回の協議を行い価格を確定した。 

サ 区と事業協力者は、令和元年８月 16日に等価交換（仮）契約を締結した。契約

には、議決が得られなかった場合、契約は失効し、損害賠償はしない旨が盛り込

まれていた。 

シ 令和元年８月 22 日に法第 96 条第１項第６号の規定に基づき、令和元年第三回

区議会定例会に本件議案を提案する旨を決定した。 

ス 令和元年９月 25日に令和元年第三回区議会定例会にて議決された。 

セ 令和元年 10月４日に本件契約が締結された。 

 

（３） 判断 

普通公共団体における財産の取得、管理及び処分は普通公共団体の長が事務を担

任するとされており（法第 149条第６号）、普通公共団体の長が不動産を交換の方法

により取得するか否か、どの不動産を交換により譲渡するか、交換のための契約を

締結するか否か、その価格をいくらと定めて交換するかについては、当該不動産を

取得する目的やその必要性、契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因その他

の諸般の事情を総合的に考慮した合理的な裁量に委ねられているものと考える。 

以上の点を踏まえて、本件契約の締結について、違法性又は不当性があったか否

かについて判断する。 
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ア 請求対象職員 

 本件契約の締結権者及び履行責任者は区長である。 

請求人が主張する請求対象職員のうち、副区長２名、企画経営部長、総務部長、

まちづくり推進部長については、権限を有しないため、請求対象職員にあたらない。 

 

イ 本件等価交換について 

土地の交換については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第２条第 1

項に「普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と

交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の４分の１

をこえるときは、この限りでない。」とされ、さらに同条第２項に「前項の規定によ

り交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し

なければならない。」と規定されている。 

本件等価交換においては、価額の差額が、その高価なものの価額の４分の１以内

（区有地:10 億 3,817 万 7,000 円、区分所有建物:10 億 2,000 万円、差額:1,817 万

7,000円）であり、かつ、差額を金銭で補足しており違法とはいえない。 

また、区施設設置についての地元地権者からの要望に基づき、区が地権者として

共同化に参画することは、共同化事業の当事者のみならず、区が推進する「中心拠

点」のまちづくりにおいても一定の貢献が期待できるものである。また、区有地を

売却してしまえば、地域住民との協働によるまちづくりへの関与が希薄になる等、

公共施設整備など地元要望を踏まえたまちづくりも困難となることから、等価交換

方式を選択したことは不当とはいえない。 

なお、令和元年 10 月４日に本件等価交換が締結されたが、当該契約について法

238条の３に定める職員の行為の制限には抵触していないことを確認した。 

 

ウ 財産価格審議会における評定について 

監査委員の職権に基づき監査したところによれば、本件等価交換に伴う価額につ

いては、財産価格審議会条例等に基づき適正に評定がなされており、違法性も不当

性も認められない。 

請求人は「交換する床は、これから建設する建物である。まだできていない建物

を評価する不動産鑑定評価方法は無いため、そもそも根拠がない。」と主張している

が、国土交通省の定める「不動産鑑定評価基準」（平成 26 年 5 月 1 日一部改正）に

おいて、「造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係わる工事（建物を新

築するもののほか、増改築等を含む。）が完了していない建物について、当該工事の

完了を前提として鑑定評価の対象とすること（この場合の鑑定評価を「未竣工建物

等鑑定評価」という。）。」とされており、不動産鑑定評価方法は無いという請求人の

主張は採用できない。 

また、「評価方法の無い建物を評価することは不可能であり、土地と建物が等価で

あることを区民に証明できないため、等価交換は成立せず、違法である。」と主張し

ているが、区では「不動産鑑定評価基準」が定める「未竣工建物等鑑定評価」に基

づき不動産鑑定を行っている。本件において、交換により取得する床の原価額を評
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価するため、評価手法である原価法、取引事例比較法、収益還元法のうち、事業採

算性等の原価以外の要素を排除し、建築原価に着目した原価法を採用し評価してい

る。このことから、土地及び建物を適切に評価していることが確認され、等価交換

は成立せず違法であるという請求人の主張は採用できない。 

さらに、請求人は、「地価に影響を及ぼす基準地価をみると、蒲田四丁目 22 番２

で、昨年が平米あたり 126万円だったのに対し、本年７月 1日に 145万円と、約 15％

上がっている。同地の路線価（基準地価の８割程度といわれている。）は 104 万円。

この価格から見れば、当地の土地価格評価（2019 年２月８日）は安値に見える。」

と主張しているが、区が交換に供する土地（蒲田四丁目 16番２）の価格評価が低い

として、その比較対象としている蒲田四丁目 22 番２の基準地価の増加率は 15.1％

と、大田区の商業地域における増加率の平均 7.3％の２倍以上であり、当該地の容

積率は 700％となっている。一方、区が交換に供する土地（蒲田四丁目 16番２）に

隣接する街区である蒲田四丁目 15 番 41 は、区が交換に供する土地と同容積率の

500％であり、公示価格の上昇率（6.5％）は大田区の商業地域における増加率の平

均（5.4％）とほぼ同等であり、より近隣の公示地の価格を参考として評価している

ことは一定の合理性があるものと考える。 

なお、請求人は、「土地の評価について、平成 31 年２月８日に財産価格審議会が

評定した価格を使っている。(中略)今回の交換議案は、令和元年９月 25日に議決さ

れており、財産評価審議会から７か月以上が経過している。(中略)不動産鑑定の時

期が、議決の時期と離れすぎているため無効である。」と主張しているが、「平成 31

年地価公示価格（東京都分）の概要」によれば、区部の商業地の平均変動率は 7.9％

である。さらに「令和元年東京都基準地価の概要」によれば、区部の商業地の平均

変動率は 8.4％となっている。いずれも上昇傾向にあると認められるが、バブル期

やリーマンショック後のように著しい上昇下降傾向にあるものとは認められない。 

また、東京都区部における令和元年 11月分の消費者物価指数を見ても、総合指数

は 2015 年を 100 として 102.2、前年同月比は 0.8％の上昇、前月比は 0.3％の上昇

であり、著しい上昇傾向にあるとはいえない。このような状況下において、期間の

経過をもって財産価格審議会の評定が無効であるとはいえない。 

 

エ 大田区議会での議決について 

 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第２条第１項には「普通財産は、次

の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。」

と規定されている。 

 本件土地建物の交換については、土地と建物（区分所有権）の交換であり、同一

種類の財産の交換にはあたらないため、法第 96条第１項第６号の規定に基づき、議

決事件として議案を上程し、令和元年第三回区議会定例会において議決されており、

手続きにおいて瑕疵は無く違法とはいえない。 
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（４）結 論 

以上のとおり監査委員が調査した内容から、本件土地建物の交換契約に違法、不

当な点は認められず、請求人の主張には理由がないと判断し下記のとおり決定する。 

１ 請求人らの副区長２名、企画経営部長、総務部長、まちづくり推進部長に対

する措置請求については却下する。 

２ 請求人らの区長への措置請求については棄却する。 

 








































































